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　甲賀市図書館のホームページでは図書館利用に
役立つさまざまな情報を発信しています。蔵書を
検索したり、行事予定や新着本の情報を見たりする
ことができます。
　また、インターネットサービスを利用すると、パソ
コンや携帯から本の予約をしたり、自分が借りてい
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＊都合により変更になる場合があります。
　詳しくは各図書館にお問合せください。

る本の状況を確認したりすることができます。メールア
ドレスを登録することで、予約本が届いたときの連絡を
メールで受け取ることもできます。
　サービスの開始には図書館の窓口で仮パスワードの
発行手続きが必要です。詳しくは図書館のホームペー
ジを見るか、近くの図書館にお問い合わせください。

対面朗読 ＊事前予約要2 金 13:30～15:30
おはなし会＊乳幼児向け10 土 11:00～11:30

ふるるえいがかい
「ちいちゃんのかげおくり」18 日 11:00～11:20

対面朗読 ＊事前予約要金 13:30～15:3016

後期高齢者医療保険
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【甲賀市図書館のホームページ】http://lib.city.koka.shiga.jp/

【受給資格】※それぞれ所得制限があります
　■重度心身障害者（児）（６５歳未満）
　　○身体障害者手帳１・２級所持者　○知的障害の程度が重度の方
　　○身体障害者手帳３級で、かつ、知的障害の程度が中度の方　○特別児童扶養手当１級支給対象児童
　　※６５歳～７４歳の方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けていない方は、この制度の対象となります。
　■重度心身障害老人（後期高齢者医療制度の該当者）
　　○身体障害者手帳１・２級所持者　○知的障害の程度が重度の方　○身体障害者手帳３級で、かつ、知的障害の程

度が中度の方
　■母子・父子家庭（６５歳未満）
　　○１８歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方及びその子
　■ひとり暮らし寡婦（６５歳未満）
　■ひとり暮らし高齢寡婦（６５歳～６９歳）
　　○配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方で、かつ、ひとり暮らしの

状態が１年以上続いており、今後もその状態が継続すると見込まれる方
　■老人（６５歳～６９歳）
　　○本人、配偶者及び扶養義務者のそれぞれに、市民税が課税されていない方

【受給資格】※それぞれ所得制限があります
　■重度精神障害者（児）（６５歳未満）
　　○精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者で自立支援医療（精神通院医療）を受けておられる方
　　※６５歳～７４歳の方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けていない方は、この制度の対象となります。
　■重度精神障害老人（後期高齢者医療制度の該当者）
　　○精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者で自立支援医療（精神通院医療）を受けておられる方

【対象】市民税非課税世帯・均等割のみ
　　　課税世帯に属する小中学生
該当すると思われる方は、７月３１日までに①小中学生の健
康保険証②印鑑③来庁される方の本人確認書類をお持ち
の上、福祉医療費受給券の交付申請手続きをしてください。
※５月１日号の広報紙に個別通知をすると掲載しましたが、
個別通知はしませんので、期間内に手続きをしてください。

福祉医療費受給券・助成券の更新手続きをお忘れなく

保険年金課　後期高齢者医療係
問い合わせ

63-461865-0689／

８月１日から有効の被保険者証をお届けします

現在、有効期限が平成２５年７月３１日となっている福祉医療費受給券・助成券をお持ちの方は、
更新手続きが必要です。
１．福祉医療費受給券・助成券の更新手続き

２．精神科通院医療費受給券・助成券の手続き　

医療費助成制度を拡大

■現在お使いの被保険者証は、７月31日をもって有効期限が切れます。８月１
日からは後期高齢者医療制度に加入されている方全員の被保険者証が新し
くなります。

■７月中に簡易書留郵便でお届けします。８月１日からは、今お持ちの被保
険者証は使えませんので、ご注意ください。

●小中学生通院医療費助成

【対象】身体障害者手帳３級所持者　※所得制限があります。
事前に、身体障害者手帳３級所持者の方全員に制度の案内文
を送付しています。該当すると思われる方は、７月３１日までに
福祉医療費受給券・助成券の交付申請手続きをしてください。

●障害者医療費助成

見 本

７月２３日（火）～３１日（水）８時３０分～１７時１５分（土・日を除く）手続き期間
※該当の方へは、７月中旬に個人あてに通知しております。なお、通知のない方で
　該当すると思われる場合は、お問合わせください。

ふるる日曜名画座
「太陽の帝国」日 14:00～16:3518

おはなしたまてばこ
おはなしかい土 14:0０～14:3024

紙芝居を楽しもう金 14:0０～14:2023

保険年金課　後期高齢者医療係
問い合わせ

63-461865-0689／

保険年金課　後期高齢者医療係
問い合わせ

63-461865-0689／
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